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背景 

財政部および国家税務総局は共同して、2016 年 6月 30 日付けで財税[2016]70号通

達（以下「70号文」）を公布し、金融サービス業に対する増値税免税の適用範囲を拡大し

た。 

その背景には、中国が今年 5月 1日から実施した増値税改革によって大多数の金融サ

ービス業の行う取引に増値税が課されていることにある。このうち、他国で実施されてい

る付加価値税（所謂『増値税』）制度および物品サービス税（GST）制度では直接的に対

価を受け取る金融サービスが対象となっているほか、間接的に対価を受け取るその他の

金融仲介サービス若しくは金融商品に対しても増値税が課されている。例えば、納税義

務者は貸出金利息収入及び金融商品取引で得た投資収益に対しても増値税を納付しな

ければならない。このように金融サービス業は免税政策の適用対象の範囲は限定的で

ある。 

さらには、世界の先行事例や経験則も少ないことから、財税[2016]36号通達（以下「36

号文」）の円滑な施行のためには一部の規定の試行や見直しは避けられない。           

KPMGは、多くの金融会社を代表して、政策制定者に対し、増値税改革実施後に金融業

界が直面する課題をフィードバックする機会をいただいた。政策制定担当者は実務上の

諸問題に対し速やかに対応措置を講じたことから、第四半期申告の企業の第 1回目増

値税申告の締切日直前に 70 号文（税総発[2016]95 号通達の規定には第 1回目の申

告締切期日は 2016 年 7 月 20 日である。）が公布された。                                    

注意すべき点は、70 号文は、2016 年 5月 1日から発効しているため、増値税改革実施

以降に金融サービス業で行われたすべての取引に遡及的な影響を及ぼすことである。 

70 号文の公布は金融業界に大いに歓迎されたことが事実であるが、本タックスアラート

では、70 号文の公布後に依然として残る不確実性及び不明確な点について解説する。 
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本アラートの分析対象法規： 

 

 財税 [2016]70号通達。   

金融サービス業の増値税免

税の適用範囲が拡大。2016
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金融サービス業・増値税免税の適用範囲が拡大 
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KPMGの所見 

増値税免税の適用対象となる銀行間取引 

現行の金融サービス業の増値税政策の実施で抱える根本的な問題は次の政策の併存

である。 

 利息収入に対する増値税の徴収 

 

 利息費用に係る仕入税額の控除不可 

 

 増値税免税となる銀行間取引の限定的な範囲 

増値税関連規定では、小規模融資は増値税が課税（融資を受ける側が増値税一般納税

人資格者であっても利息に係る仕入税額は控除できない）されており、大規模融資は、増

値税の免税対象となる銀行間取引に該当しない場合、上記同様の税率に基づいて増値

税を納付しなければならない。これでは実務的にも増値税の二重課税が生じてしまう。例

えば、銀行が個人若しくは法人向け融資を行う場合、その利息収入に対し税率 6%の増

値税を納付しなければならない。しかし、銀行の融資業務が増値税免税対象の銀行間取

引に該当する場合を除き、貸付金利息収入に対し 6%の増値税を納付しても、相応の仕

入税額控除ができないことである。 

さらにもう 1つの問題は、営業税関連規定及び実務運用に比べ、増値税体系に基づく銀

行間取引の範囲が制限されたことである。このため、金融機関からは増値税改革の実施

に伴う税負担が増加したことに批判が多い。原因として、営業税体系下では、免税対象と

なる銀行間取引の定義は相対的に広義であり、また、金融業界で長期間の運用を経て、

営業税体系下の免税適用の対象範囲が更に拡大された。 

上述の問題解決を図るため、70 号文は、金融機関同士の取引の範囲を明示して拡大し

た。次に、財税[2016]36 号通達（「営業税に代えて増値税を徴収するパイロットプログラ

ムの全面的な実施に関する通達」、以下「36 号文」）及び 46 号通達（「営業税から増値

税への移行パイロットプログラムの金融業関連政策の更なる明確化に関する通達」、以

下「46 号文」）の両規定の現時点における金融サービス業に対する増値税の免税適用

範囲は下表のとおりである。 

項目 免税分類 適用範囲 追加要件 

1 金融機関と中国人民

銀行間で行われる貸

出業務 

中国人民銀行の一般金融機

関に対する貸出業務、中国人

民銀行と商業銀行間の再割

引、商業銀行による中国人民

銀行手形の購入、商業銀行と

中国人民銀行間の通貨スワッ

プ及び預金など。 

36号文の「金融機関」

の定義に該当しなけれ

ばならない。 

2 銀行間預金 金融機関間で行われる資金の

預入、引出業務 

 36号文の「金融機

関」の定義に該当し

なければならない。 

 資金の預入先は資

金預入資格を有する

金融機関でなければ

ならない。 
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項目 免税分類 適用範囲 追加要件 

3 銀行間預金証書 銀行業預金類金融機関法人

が全国銀行間市場で発行する

記帳式定期預金証書 

金融機関は 36号文の

「金融機関」の定義に

該当しなければならな

い。 

4 金融機関間の資金

融通（短期） 

中国人民銀行の承認を経て、

全国銀行間コールローン市場

に参入する金融機関との間

で、全国統一の銀行間コール

ローンネットワークを利用して

行われる短期（1年以下）の無

担保資金融通 

金融機関は 36号文の

「金融機関」の定義に

該当しなければならな

い。 

5 銀行間貸出（中国国

内） 

金融機関間の資金貸借  農村信用社間及び

金融機関の営業許

可証の業務範囲に

「金融機関に対する

貸出業務」が含まれ

る金融機関との間で

行われること 

 金融機関は 36号文

の「金融機関」の定

義に該当しなければ

ならない。 

6 同一銀行グループ内

での取引（クロスボ

ーダー業務） 

同一銀行グループに属する

本・支店間で行われる資金

融通。中国国内銀行と国外

に所在する同一銀行の総機

構、本店との間、ならびに中

国国内銀行と国外に所在す

る同一銀行の分支機構、独

資子会社間で行われる資金

融通 

該当なし 

7 銀行間の代金取立 商業銀行（受託側）が金融機

関（委託元）の委託を受け、法

人顧客に送金する資金融通 

 金融機関は 36号文

の「金融機関」の定

義に該当しなければ

ならない。 

 委託元は約定した

返済日に取り立依

頼した資金元本及

び利息を受託側に

支払う。 
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項目 免税分類 適用範囲 追加要件 

8 割引手形の譲渡業

務 

金融機関の間で行われる 

割引手形の譲渡業務 

金融機関は 36号文の

「金融機関」の定義に

該当しなければならな

い。 

9 金融機関発行の債

券の保有（政策銀行

すなわち中国輸出入

銀行、中国農業発展

銀行及び国家開発

銀行が発行した債

券） 

中華人民共和国法律に則り、

中国で設立された金融機関が

全国銀行間市場、及び取引所

債券市場で発行した元本返済

と利息支払を約定して発行す

る有価証券 

金融機関は 36号文の

「金融機関」の定義に

該当しなければならな

い。 

10 リバースレポ（現金

担保付債権貸借取

引） 

取引当事者双方が債券などの

金融商品を担保とする金融機

関間の短期融資 

金融機関は 36号文の

「金融機関」の定義に

該当しなければならな

い。 

11 現先取引 金融商品保有者（借手側）が

債券などの金融商品を債券購

入側（貸手側）に売却すると同

時に、取引当事者双方が将来

の所定期日に所定の価額で、

借手側が貸手側から同種、同

量の債券などの金融商品を買

い戻すことを約束して行われ

る金融機関間の取引 

金融機関は 36号文の

「金融機関」の定義に

該当しなければならな

い。 

また、36号文の関連規定によると、預金利息は増値税の非課税項目に該当する。 

70号文は、金融機関間の資金融通に関する増値税免税規定の実施の過程で発生した

下記 2つの問題を解決した。 

第一の問題は、36 号文によると、同一銀行グループ内の取引は、同一銀行グループに

所属する本・支店間で行われる資金融通業務に限られる。このため、外資系銀行グルー

プ内の取引が免税の適用となるか否かが論点となる。例えば、某外資系銀行の国外本

店が中国の分支機構に貸出を行うこと、或いは同一の全額出資金融グループ内銀行間

で行われる資金賃借（例えば国外銀行の本店が中国の全額出資支店に貸出を行う場

合）が挙げられる。 

上表の第 6項規定は、特別免税規定を適用して上述の問題を解決した。ただし、同一銀

行の分支機構間の資金融通が免税対象となるか否かは、まだ明確にされていない。これ

はクロスボーダー業務だけに適用されるものである。中国国内の銀行間で行われる資金

賃借は上表の第 5項に掲げる免税政策を適用すべきである。 

次いで、第二の問題は、第 6 項の免税規定が同一の最終親会社傘下のそれぞれ子会

社に適用されるか否かである。 70 号文の規定を広義に解釈するならば、免税政策は同

一の全額出資金融グループ内の資金融通に幅広く適用されるべきである。しかし、実務

上、税務機関も同じ認識を持つか否かは明確にされていない。 

さらには、36 号文によると、銀行間コールローンが増値税免除となるのは、中国人民銀

行の銀行間取引コールローンインターネットプラットフォーム（CFETS）上で行われるオン
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ライン資金融通のみに限定されている。そのため、外貨資金貸借、ロイター（Reuters）及

びブルームバーグ（Bloomberg）などのその他の取引プラットフォーム上で行われるオン

ライン取引は対象外である。このことから、上述の資金融通は 70 号文の公布に伴い、増

値税免税の適用対象となる。 

加えて、70 号文は現先取引の相手が金融機関でない場合、増値税免除の適用を受けら

れないと定めている。金融機関と非金融機関との間で行われた現先取引は増値税を納

付しなければならない。このことは、46号文のリバースレポの規定と合致している。 

70 号文における金融商品の免税適用範囲の拡大 

36 号文によると、金融商品の譲渡は金融商品の譲渡価額から取得価額を差し引いた後

の金額を譲渡益として増値税を納付しなければならない。これは営業税体系における計

算方法と一致している。言い換えれば、「金融商品」の範囲は、従前の営業税体系を基に

設定されたものであり、また、取引相手が、取引ごとの購入価額に対する仕入税額の控

除ができないことも営業税体系の処理方法と合致している。なお、金融商品譲渡損益

は、相殺後の残高がマイナスの場合、次期納税期間に繰り越すことが可能であり、かつ、

次期の金融商品譲渡益と相殺することができる。ただし、期末時に譲渡損を相殺しきれ

ずに残った場合、次の会計年度に繰り越すことは出来ない。 

このように、36 号文は金融商品の譲渡に対する免税政策の適用範囲を限定している。

免税政策においては、とりわけ外国人投資家にとって、特定金融商品の譲渡に対して増

値税を課税することによって生じるであろう債券市場、もしくは資本市場の混乱を回避す

ることが目的である。 

このような経緯から、70 号文では免税対象となる金融商品譲渡の範囲を拡大した。 

1. 人民元適格外国機関投資家（RQFII）が証券売買業務を中国国内の企業に委託する

場合——70 号文では、適格国外機関投資家（QFII）向けの免税政策が RQFIIにも適用さ

れると規定した。 

2. 銀行間コール市場・銀行間債券市場への投資に免税政策を適用する場合——中国人

民銀行の認定を受けた外国機関の銀行間コール市場・銀行間債券市場に対する投資収

益は免税政策の適用対象となる。 

70 号文は、金融商品の譲渡に係る増値税課税の問題の一部については解決したもの

の、依然として他の一部の根本的な問題が残されている。とりわけ、負債性金融商品（貸

付金の利息収入及び関連する手数料収入に適用される増値税率は 6%）および資本性

金融商品（譲渡価額から取得価額を差し引いた後の金額を譲渡益とする）に適用される

増値税政策が異なることから、負債性金融商品と資本性金融商品をどのように区分する

かが実務上の課題となっている。世界の多くの国々では増値税体系の取引の法的形態

を重視しているのに対し、中国では関連業務の会計処理を重視する傾向にある。このた

め、償還条件のある優先株などに対しては、その性質が負債性金融商品であるか資本

性金融商品であるかを正確に識別する必要がある。 

金融商品の譲渡に関する問題を更に掘り下げてみると、譲渡者が非居住者企業であり

かつ譲受者が居住者企業である場合、増値税の処理方法の問題が浮上する。36 号文

によると、納税地に関する一般原則によると、このような取引は増値税（サービスの提供

者もしくは受入者が共に中国国内に所在する場合にし中国国内で課税行為が発生したと

見なされるため）納付しなければならない。一般的に、譲受者が源泉徴収義務者として、

国外企業もしくは個人に代わって増値税の源泉徴収を行うことになる。このため、金融商

品の譲渡益に対する増値税の源泉徴収は実務上困難が懸念される。なぜなら、国外企

業の金融商品譲渡は取引ごとに行われており、譲受者の増値税源泉徴収額も取引ごと

に計算しなければならない。このため、譲渡者は差額徴収方式を適用することができな

い。他にも、金融商品譲渡に対する増値税の徴収は、実質的にも譲渡者のキャピタルゲ

インに対する課税と問題視されることもある。 
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仕入税額の配賦に及ぼす影響 

70 号文は増値税免税の適用範囲を拡大したことで金融業界から大いに歓迎された。    

しかし、適用範囲の拡大は仕入税額の振替額の増加となる（国際的に用いられている増

値税専門用語で言うと、控除対象外仕入税額の上昇である）。 

世界中の金融機関は、振替えた仕入税額が免税取引に係る仕入税額であることを正確

に反映するため、配賦方法もしくは一部の免税方法を可能な限り、正確に制定するよう多

くの労力と時間をかけてきた。70 号文によると、中国は他国と同様な方法を採用予定で

ある。 

また、多くの金融機関が直面する課題は次である。銀行間コールローンによる免税売

上、及びそれに関連する仕入税額を比較した場合、前者が総売上高に占める割合は、後

者の対仕入税額総額に占める割合を遥かに超えている。簡単な一例を挙げれば、商業

銀行は、新規個人客の開拓及び既存顧客の維持を図るため、有形固定資産や不動産

（ITシステムの導入や分支機構のための営業拠点の賃借など）、マーケッティング、広告

宣伝、販売促進などに多額の資金を投入するのが一般的である。それに対して、銀行間

の資金融通の管理に係る支出は遥かに少ない。しかしながら、金融機関が売上高の比

率に基づいて仕入税額を配賦する場合には振替処理される仕入税額は高額になる。 

さらには、売上高の比率に基づいて仕入税額の配賦を行う場合、従前から、預金利息に

対する増値税の課税はなかった（このため仕入税額の振替金額に影響を及ぼさない）。

70 号文では、金融機関間の預金業務に対して免税政策を適用すると規定（このため仕

入税額の振替金額に影響を及ぼす）しているため、今後の動向に注意が必要である。 

なお、配賦方法自体に内在する問題を考慮しない場合、金融機関は下記の 3つのステッ

プに順じて仕入税額を配賦しなければならない。 

1. 免税対象項目以外にも使用される有形固定資産、無形資産、不動産に対し仕入税額

を全額控除する。 

2. 直接配賦方法の採用——課税項目に全額使用された原価・費用の仕入税額を全額控

除する。然し免税対象項目に全額使用された原価・費用の仕入税額は控除しない。 

3. 売上高に基づく仕入税額の配賦——免税売上および簡易課税売上の総売上高に占め

る割合に基づき、仕入の用途区分の困難性から控除対象外となる仕入税額を計算する。 

まとめ 

70 号文は、幾つかの不確定要素さらには二重課税に繋がる恐れのある問題点を明確に

したことから金融業界から大いに歓迎された。 

金融機関はいち早く 70号文がもたらす影響を見極めて、申告期日までに関連する政策

を実行しなければならない。すなわち、増値税免税政策の不適用項目から適用項目に変

わった事項を確認すると共に、70号文における徹底的な実施方法を検討しなければなら

ない。また、70号文の公布は、仕入税額の配賦に甚大な影響を及ぼすことから既述した

諸点も合わせて慎重に検討しなければならない。 

なお、70号文は銀行業をメインに制定したものである。今後、その他の金融機関の増値

税問題（証券、信託、ファンドなど）を明確にしてくれる新通達の公布を期待する。 
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